
規

則

(

第
五
十
六
号－

第
五
十
七
号)

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一

○
退
職
年
金
等
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

一
二

人
事
委
員
会

○
公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

一
二

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
六
号

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
一
項
中

｢

法
人
等｣

を

｢

法
人｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
中

｢

法
人
等｣

を

｢

法
人｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

及
び
法
人
で
な
い

社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の

(

以
下

｢

法
人
等｣

と
い
う
。)

｣

を
削

り
、
同
条
第
二
項
中

｢

法
人
等｣

を

｢

法
人｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

様
式
目
次
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

� � � � ����������	 
�	�

目

次

規

則

六
十
四
の
二

特
定
信
託
契
約
締
結
届
出
書

三
十
四
条

六
十
四
の
二

法
人
課
税
信
託
に
関
す
る
届
出
書

三
十
四
条

七
十
二

法
人
の
事
業
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の

延
長
申
請
に
係
る
決
定
通
知
書

三
十
九
条

七
十
二

申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
申
請
に
係

る
決
定
通
知
書

三
十
九
条

七
十
三

法
人
県
民
税
、
事
業
税
の
申
告
書
の
提

出
期
限
の
延
長
の
承
認
等
の
通
知
書

三
十
四
条

の
四

三
十
九
条

七
十
三

申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
等

の
通
知
書

三
十
四
条

の
四

三
十
九
条

七
十
三
の
二

の
二

七
十
三
の
二

の
三

七
十
三
の
二

の
四

法
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
申
請
書

法
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
延
長
申
請
書

法
人
事
業
税
徴
収
猶
予

(

延
長)

許
可

(

不
許
可)

(

取
消)

通
知
書

三
十
九
条

の
二
の
二

三
十
九
条

の
二
の
二

三
十
九
条

の
二
の
三

七
十
三
の
二

の
二

七
十
三
の
二

の
三

七
十
三
の
二

の
四

法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
の

徴
収
猶
予
申
請
書

法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
の

徴
収
猶
予
延
長
申
請
書

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地
方

法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予

(

延
長)

許

可

(

不
許
可)

(

取
消)

通
知
書

三
十
九
条

の
二
の
二

三
十
九
条

の
二
の
二

三
十
九
条

の
二
の
三

�
�

�
�

�
�

�
�
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第
二
十
七
号
様
式
そ
の
一

(

表)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �
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第27号様式その１ (第18条関係)

 

 

 

   

( )

 

2

100

100

100

100

100

100

100

00

00

00

00

00

00

00

 

 



第
六
十
四
号
様
式
中

｢事
業
税
｣

を

｢事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
｣

に
改
め
る
。

第
六
十
四
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �
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第64号の２様式 (第34条関係)
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第
七
十
二
号
様
式
中

｢法
人
の
事
業
税
申
告
書
｣

を

｢申
告
書
｣

に
、

｢法
人
に
係
る
｣

を

｢事
業

年
度
分
の
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
の
｣

に
、

｢

事
業
税｣

を

｢

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税｣

に

改
め
る
。

第
七
十
三
号
様
式
中

｢法
人
県
民
税
・
事
業
税
の
｣

を
削
り
、

｢法
人
に
係
る
｣

を

｢事
業
年
度
分

の
県
民
税
・
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
の
｣

に
、

｢

事
業
税｣

を

｢

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税｣

に
改
め
る
。

第
七
十
三
号
の
二
の
二
様
式
か
ら
第
七
十
三
号
の
二
の
四
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第73号の２の２様式 (第39条の２の２関係)
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第73号の２の３様式 (第39条の２の２関係)
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第73号の２の４様式 (第39条の２の３関係)
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第
七
十
三
号
の
六
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢老
人
保
健
法
｣

を

｢
(老
人
保
健
法
)
｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

国
民

健
康

保
険

法

国
民

健
康

保
険

法

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

生
活

保
護

法

生
活

保
護

法

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律



� � � � ����������	 
�	 ����� �����

第120号様式 (第91条の２関係)

( ) (3)

( )

( )

( )

(

(

(

( ) (3)

( ) (3)

( ) (3)

  

(3)

      

( )

(2)

   
)

( )

( )



附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

退
職
年
金
等
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

退
職
年
金
等
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

退
職
年
金
等
支
給
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

国
民
生
活
金
融
公
庫｣

を

｢
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
五
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
公
開
の
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
し
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

傍
聴
の
手
続)

第
二
条

公
開
の
口
頭
審
理
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者

(

以
下

｢

傍
聴
人｣

と
い
う
。)

は
、
口
頭
審

理
の
開
始
前
ま
で
に
、
傍
聴
券

(

別
記
様
式)

の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
傍

聴
券
の
数
は
、
審
理
場
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
都
度
審
理
委
員
長

(

審
理
委
員
が
単
独

で
審
査
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
理
委
員
。
以
下
同
じ
。)

が
定
め
る
。

２

傍
聴
人
は
、
審
理
場
に
入
場
す
る
と
き
係
員
に
傍
聴
券
を
提
示
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

傍
聴
券
は
、
傍
聴
券
に
記
載
し
た
期
日
の
口
頭
審
理
に
限
り
有
効
と
す
る
。

(

傍
聴
の
禁
止)

第
三
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

凶
器
の
類
そ
の
他
人
に
危
険
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
を
携
帯
し
て
い
る
者

三

プ
ラ
カ
ー
ド
、
の
ぼ
り
、
旗
そ
の
他
審
理
場
に
持
ち
込
む
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
物

品
を
携
帯
し
て
い
る
者

四

は
ち
巻
、
た
す
き
、
腕
章
、
ゼ
ッ
ケ
ン
の
類
を
着
用
し
、
又
は
携
帯
し
て
い
る
者

五

そ
の
他
口
頭
審
理
の
円
滑
な
運
営
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

(

傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項)

第
四
条

傍
聴
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

み
だ
り
に
傍
聴
席
を
離
れ
、
又
は
所
定
の
傍
聴
席
以
外
の
場
所
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
。

二

口
頭
審
理
に
お
け
る
発
言
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
賛
否
を
表
明
し
な
い
こ
と
。

三

私
語
、
喚
声
そ
の
他
騒
が
し
い
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

四

飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

五

撮
影
、
録
音
等
を
行
わ
な
い
こ
と

(

あ
ら
か
じ
め
審
理
委
員
長
が
特
別
に
許
可
し
た
場
合
を
除

く
。)

。

六

審
理
委
員
長
の
指
示
に
反
す
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

七

そ
の
他
審
理
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
口
頭
審
理
の
妨
害
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と

。

(

退
場
命
令)

第
五
条

審
理
委
員
長
は
、
傍
聴
人
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
退
場
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

人
事
委
員
会



２

傍
聴
人
は
、
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
傍
聴
券
を
返
納
し
、
直
ち
に
退
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
補
則)

第
六
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
(第
２
条
関
係
)

� � � � ����������	 
�	 ����� �����

第
号

口
頭
審
理
傍
聴
券

期
日

年
月

日

場
所

福
岡
県
人
事
委
員
会

※
こ
の
傍
聴
券
は
､
当
日
限
り
有
効
で
す
｡
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